
 （施設の変更） 

第９条 使用者は、売店を使用する場合において、これを模様替えし、又はこ

れに特別の設備を付設しようとするときは、市長の許可を受けなければなら

ない。 

第１４条を第１５条とし、第１３条の次に次の１条を加える。 

（原状回復） 

第１４条 使用者は、売店の使用を終了し、又は第１２条の規定により売店の

使用の許可を取り消されたときは、直ちに自己の負担においてその売店を原

状に回復して返還しなければならない。 

附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。ただし、第５条及び第６条

を改める改正規定は、規則で定める日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

売店の使用者の資格及び使用料の算定方法を変更すること等のため、この条

例を制定するものである。 

議案第  号 

 

川崎市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２５年  月  日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例 

川崎市社会福祉審議会条例（平成１２年川崎市条例第１４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第９条を第１０条とし、第８条を第９条とする。 

 第７条第４項中「第５条」を「第６条」に改め、同条を第８条とする。 

第６条を第７条とし、第３条から第５条までを１条ずつ繰り下げ、第２条の

次に次の１条を加える。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員３５人以内をもって組織する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

平成２５年 ９ 月 ２ 日提出

        川崎市長  阿  部  孝  夫

議案第１０２号



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

社会福祉法の一部改正に伴い、社会福祉審議会の委員定数の上限を定めるた

め、この条例を制定するものである。 

 




